
1  ブッシュ政権の対イラン姿勢とイランの核問題、中東情勢 

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
対
イ
ラ
ン
姿
勢
と
イ
ラ
ン
の
核
問
題
、
中
東
情
勢 

 

松
永 

泰
行  

は
じ
め
に 

 

二
〇
〇
二
年
一
月
の
一
般
教
書
演
説
で
米
国
の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が

イ
ラ
ン
を
、
「
大
量
破
壊
兵
器
を
追
求
し
、
国
際
テ
ロ
・
グ
ル
ー
プ
を

支
援
す
る
悪
の
枢
軸
」
国
と
名
指
し
非
難
し
、
い
わ
ゆ
る
「
対
テ
ロ
戦

争
」
の
第
二
幕
の
主
対
象
と
宣
言
し
て
か
ら
、
四
年
半
が
経
過
し
た
。

そ
の
間
、
イ
ラ
ン
と
並
ん
で
「
悪
の
枢
軸
」
国
に
挙
げ
て
い
た
イ
ラ
ク

に
対
す
る
武
力
介
入
（
二
〇
〇
三
年
三
月
〜
）
が
、
イ
ラ
ク
旧
政
権
に

よ
る
「
大
量
破
壊
兵
器
開
発
」
の
事
実
も
、
ま
た
「
テ
ロ
支
援
」
の
証

拠
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
二
〇
〇
五
年
一
二
月
の
国
民

議
会
選
挙
を
経
て
新
政
権
が
誕
生
後
も
、
イ
ラ
ク
国
内
治
安
情
勢
が
駐

留
米
軍
、
イ
ラ
ク
政
府
・
国
民
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
危
機
的
な
状
況

を
見
せ
始
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
自
ら
の

「
対
テ
ロ
戦
争
」
（
お
よ
び
そ
の
裏
返
し
で
あ
る
対
中
東
「
自
由
の
拡

大
」
政
策
）
の
枠
組
み
を
見
直
す
姿
勢
を
全
く
見
せ
て
い
な
い
（
１
）

。 

こ
の
こ
と
は
、
二
〇
〇
六
年
七
月
半
ば
に
始
ま
っ
た
、
レ
バ
ノ
ン
の

ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
組
織
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
間
の
武
力
紛
争
お
よ
び
イ
ス

ラ
エ
ル
に
よ
る
レ
バ
ノ
ン
の
封
鎖
と
イ
ン
フ
ラ
・
市
民
へ
の
爆
撃
に
対

す
る
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
対
応
を
見
て
も
、
明
確
に
理
解
で
き
る
。
紛
争

勃
発
直
後
よ
り
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
自
身
が
、
紛
争
の
「
根
本
原
因
」
は

「
（
ヒ
ッ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
に
よ
る
）
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
（
あ
る
い
は
「
テ
ロ

リ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
」
と
し
て
の
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
）
お
よ
び
「
そ
れ
を
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支
援
す
る
シ
リ
ア
と
イ
ラ
ン
」
に
あ
る
と
繰
り
返
し
断
言
し
、
「
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
を
脅
か
す
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
主
義
と
そ
の
支
援
国
家
」
を
軍

事
的
お
よ
び
外
交
的
手
段
を
用
い
て
対
処
し
、
孤
立
さ
せ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
宣
言
し
て
や
ま
な
い
（
２
）

。
と
り
わ
け
イ
ラ
ン
に
つ
い
て

は
、
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
に
対
す
る
支
援
に
加
え
、
そ
の
「
核
兵
器
（
追
求
）

の
問
題
」
に
断
固
と
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
、
中
東
に
お
け
る
平
和
と

「
自
由
（
の
拡
大
）
」
に
と
っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
（
本
土
の
）
国
民
の

保
護
に
と
っ
て
も
必
須
で
あ
る
と
の
認
識
を
表
明
し
て
い
る
（
３
）

。 

そ
の
一
方
で
、
二
〇
〇
六
年
に
入
っ
て
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
、
イ
ラ
ク

の
国
内
情
勢
の
安
定
確
保
の
た
め
の
イ
ラ
ン
と
の
直
接
協
議
を
、
ハ
リ

ー
ル
ザ
ー
ド
駐
イ
ラ
ク
大
使
を
通
じ
て
模
索
し
た
り
、
ま
た
イ
ラ
ン
の

核
開
発
問
題
に
関
す
る
包
括
提
案
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
一
部
と
し

て
、
イ
ラ
ン
が
核
計
画
関
連
活
動
の
全
て
を
停
止
す
る
と
い
う
条
件
を

の
め
ば
、
包
括
提
案
に
か
か
わ
る
交
渉
に
正
式
に
参
加
す
る
こ
と
を
表

明
す
る
な
ど
、
一
見
、
柔
軟
な
姿
勢
を
イ
ラ
ン
に
関
し
て
見
せ
て
き
て

い
る
。
イ
ラ
ン
の
側
で
も
、
二
〇
〇
六
年
二
月
初
め
に
イ
ラ
ン
の
核
問

題
が
、
国
際
原
子
力
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
理
事
会
か
ら
国
連
安
保
理
に

付
託
さ
れ
た
後
、
ラ
ー
リ
ー
ジ
ャ
ー
ニ
ー
国
家
安
全
保
障
最
高
会
議
書

記
が
、
米
国
の
新
聞
・
雑
誌
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
米
国
政
府
と
の
対

話
に
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
た
り
、
国
会
安
保
外
交
委
員
会
所
属
の
ジ

ャ
ラ
ー
リ
ー
議
員
が
、
米
国
政
府
と
の
直
接
交
渉
で
核
問
題
に
関
す
る

外
交
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
な
ど
、
興
味
深
い
動
き
が
少

な
か
ら
ず
見
ら
れ
た
（
４
）

。 

し
か
し
な
が
ら
、
一
旦
、
ハ
ー
メ
ネ
イ
ー
最
高
指
導
者
が
限
定
的
な

コ
ン
タ
ク
ト
を
認
め
る
姿
勢
を
公
に
示
し
た
後
お
い
て
も
、
イ
ラ
ク
情

勢
を
め
ぐ
る
米
・
イ
ラ
ン
協
議
が
結
局
、
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
と
お
り
、
ま
た
（
後
述
す
る
と
お
り
）
真
の
対
話
提
唱
で
は

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
イ
ス
国
務
長
官
の
対
イ
ラ
ン
・
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
国
内
の
強
硬
派
の
強
い
不
評
を
買
う
な
ど
、
米
国
と
イ

ラ
ン
の
間
の
関
係
改
善
に
は
乗
り
越
え
難
い
障
害
が
、
両
国
側
に
お
い

て
存
在
し
て
い
る
（
５
）

。
本
論
で
は
、
イ
ラ
ン
の
核
問
題
を
め
ぐ
る
最

近
の
包
括
提
案
お
よ
び
、
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
と
イ
ス
ラ
エ
ル
間
の
紛
争
を

例
に
、
そ
の
点
を
考
察
し
て
み
た
い
。 

 

イ
ラ
ン
の
核
計
画
を
め
ぐ
る
「
五
プ
ラ
ス
一
」
包
括
提
案

と
国
連
安
保
理
決
議 

 
六
月
初
め
に
欧
州
連
合
お
よ
び
英
独
仏
露
の
四
カ
国
の
外
交
団
か

ら
イ
ラ
ン
側
に
提
示
さ
れ
た
最
新
の
包
括
提
案
は
、
そ
れ
ま
で
二
〇
〇
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三
年
一
〇
月
の
テ
ヘ
ラ
ン
合
意
お
よ
び
二
〇
〇
四
年
一
一
月
の
パ
リ

合
意
を
通
じ
て
イ
ラ
ン
側
と
交
渉
し
て
き
た
英
独
仏
の
欧
州
三
国
に
、

米
国
お
よ
び
ロ
シ
ア
・
中
国
が
参
加
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
五
プ
ラ
ス
一
」

国
の
間
で
合
意
さ
れ
た
後
に
、
欧
州
連
合
の
ソ
ラ
ナ
共
通
外
交
・
安
全

保
障
上
級
代
表
を
通
じ
て
イ
ラ
ン
側
に
提
示
さ
れ
た
。
上
述
の
と
お
り
、

米
国
が
合
意
お
よ
び
（
イ
ラ
ン
側
が
条
件
を
受
入
れ
た
場
合
に
持
た
れ

る
と
さ
れ
た
）
交
渉
当
事
者
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
正
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
面
（
代
替
核
燃
料
供
与
の
保
障
、
新
軽
水
炉
の
建
設
、

世
界
貿
易
機
構
﹇
Ｗ
Ｔ
Ｏ
﹈
加
入
支
援
、
民
間
航
空
機
部
品
の
供
与
な

ど
）
を
強
化
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
ロ
シ
ア
・
中
国
が
招
き
入
れ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
イ
ラ
ン
が
拒
否
し
た
場
合
の
負
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

（
国
連
安
保
理
決
議
に
基
づ
く
制
裁
措
置
な
ど
）
を
よ
り
ク
レ
デ
ィ
ブ

ル
な
も
の
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
提
案
が
、
二
〇
〇
五
年
八
月
以
降
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
理
事
会
諸
決
議

お
よ
び
二
〇
〇
六
年
三
月
末
の
国
連
安
保
理
議
長
声
明
が
要
求
し
て

い
な
が
ら
も
、
イ
ラ
ン
側
が
全
く
受
入
れ
不
可
と
し
て
い
る
ウ
ラ
ン
濃

縮
お
よ
び
そ
の
関
連
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
再
中
断
を
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の

交
渉
の
前
提
条
件
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ラ
ン
政
府
が
そ

れ
を
直
ち
に
拒
否
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
応
分
の
評
価
が
与
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
〇
〇
五
年
八
月
の
就
任
直
後
に
は
、
イ

ラ
ン
に
自
前
の
核
燃
料
開
発
の
権
利
を
事
実
上
拒
ん
で
い
る
欧
米
側

の
姿
勢
を
「
核
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
」
と
批
判
す
る
な
ど
、
よ
り
対
決
的

な
姿
勢
を
前
面
に
出
し
て
い
た
ア
フ
マ
デ
ィ
ー
ネ
ジ
ャ
ー
ド
大
統
領

お
よ
び
ラ
ー
リ
ー
ジ
ャ
ー
ニ
ー
書
記
の
、
ス
タ
ン
ス
の
変
化
を
表
す
も

の
で
あ
る
。 

そ
の
一
方
で
、
今
回
の
提
案
が
、
（
イ
ラ
ン
側
が
に
べ
も
な
く
拒
否

し
た
）
昨
年
夏
の
欧
州
三
国
に
よ
る
包
括
提
案
と
同
様
に
、
核
不
拡
散

条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
が
明
示
的
に
「
剥
奪
不
可
の
権
利
」
（
第
四
条
）
と

宣
言
し
て
い
る
「
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
研
究
お
よ
び
生
産
」
に
相
当

す
る
既
存
の
ウ
ラ
ン
濃
縮
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
そ
の
実
用
化
計
画
を
、

単
に
交
渉
の
前
提
条
件
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
亘
っ
て
事
実
上

放
棄
す
る
こ
と
を
イ
ラ
ン
に
要
求
し
て
い
た
以
上
、
イ
ラ
ン
側
が
そ
れ

を
修
正
な
し
に
受
入
れ
る
可
能
は
全
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
（
６
）

。
一
連
の
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
理
事
会
の
決
議
が
イ
ラ
ン

に
よ
る
「
全
て
の
ウ
ラ
ン
濃
縮
関
連
お
よ
び
再
処
理
活
動
の
中
断
」
を

未
解
明
の
疑
問
が
解
明
さ
れ
る
ま
で
の
信
頼
醸
成
措
置
と
し
て
の
み

要
求
し
、
中
長
期
的
に
は
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
恒
常
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

な
ど
の
「
客
観
的
保
障
措
置
」
下
で
の
再
開
を
想
定
し
て
き
た
の
と
は

対
照
的
に
、
包
括
提
案
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
従
来
か
ら
の
主
張
で
あ

る
、
問
題
解
決
は
イ
ラ
ン
が
自
前
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
計
画
を
断
念
す
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る
こ
と
以
外
に
は
な
い
、
と
の
よ
り
強
硬
な
ス
タ
ン
ス
を
組
み
込
ん
だ

も
の
で
あ
っ
た
（
７
）

。 

同
様
に
問
題
を
含
ん
で
い
た
の
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
姿
勢
で
あ
っ

た
。
ド
イ
ツ
な
ど
（
さ
ら
に
一
部
の
報
道
に
よ
れ
ば
イ
ラ
ン
も
）
が
求

め
て
い
た
、
協
議
へ
の
直
接
参
加
に
条
件
付
き
な
が
ら
同
意
し
た
こ
と

を
表
明
し
た
五
月
三
一
日
の
記
者
会
見
で
、
ラ
イ
ス
国
務
長
官
は
、
今

回
の
包
括
提
案
に
つ
い
て
、
イ
ラ
ン
側
に
「
交
渉
に
よ
る
解
決
」
の
最

後
の
機
会
を
与
え
る
も
の
と
の
理
解
を
示
し
た
（
８
）

。
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
イ
ラ
ン
と
の
対
立
関
係
の
根
本
的
な
解
消
を
意
味
す
る
、
い
わ

ゆ
る
「
グ
ラ
ン
ド
・
バ
ー
ゲ
ー
ン
」
の
可
能
性
を
頭
か
ら
否
定
す
る
こ

と
で
、
米
国
が
交
渉
当
事
者
と
な
る
イ
ラ
ン
側
に
と
っ
て
の
意
義
を
打

ち
消
し
た
だ
け
で
な
く
、
提
案
の
目
的
が
イ
ラ
ン
を
懐
柔
す
る
こ
と
で

問
題
解
決
を
図
る
事
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
国
連
安
保
理
で
の
制
裁
決

議
採
択
の
た
め
の
一
ス
ッ
テ
プ
と
し
か
見
な
し
て
い
な
い
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
イ
ラ
ン
側
の
正
式
回
答
を
待
た
ず
し
て
国
連
安

保
理
決
議
第
一
六
九
六
号
の
採
択
（
但
し
制
裁
決
議
で
は
な
い
）
へ
と

性
急
に
動
い
た
こ
と
に
も
、
そ
の
真
の
意
図
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。  

こ
の
こ
と
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
イ
ラ
ン

を
「
悪
の
枢
軸
」
国
視
す
る
政
策
姿
勢
を
変
え
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
何
ら
驚
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
イ
ラ
ン

を
「
二
一
世
紀
が
抱
え
る
最
大
の
課
題
」
と
し
て
の
「
イ
ス
ラ
ム
・
フ

ァ
シ
ズ
ム
」
な
る
も
の
の
最
大
の
ス
ポ
ン
サ
ー
で
あ
る
と
全
面
的
に
非

難
し
（
９
）

、
そ
の
政
治
体
制
の
転
覆
を
イ
ラ
ン
国
民
に
直
接
呼
び
か
け

（
１
０
）

、
反
体
制
活
動
支
援
の
た
め
の
予
算
を
公
に
計
上
す
る
（
１
１
）

一

方
で
、
核
問
題
を
含
む
イ
ラ
ン
に
か
か
わ
る
諸
懸
案
の
外
交
的
な
問
題

解
決
を
追
求
し
て
い
る
と
公
言
し
て
い
る
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
政
策
姿

勢
に
は
、
根
本
的
な
非
整
合
性
が
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
せ
ざ
る
を
え

な
い
（
１
２
）

。 

 ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
・
イ
ス
ラ
エ
ル
紛
争
と
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の

対
イ
ラ
ン
姿
勢 

 

七
月
半
ば
か
ら
一
ヶ
月
余
り
に
亘
っ
て
続
い
た
レ
バ
ノ
ン
と
イ
ス

ラ
エ
ル
の
間
の
紛
争
に
関
し
て
も
、
米
国
内
の
政
策
サ
ー
ク
ル
か
ら
ブ

ッ
シ
ュ
政
権
の
対
イ
ラ
ン
・
シ
リ
ア
政
策
の
不
備
に
対
す
る
同
様
の
批

判
が
相
次
い
だ
。
上
述
の
と
お
り
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
、
大
統
領
自
身

が
紛
争
の
原
因
を
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
の
存
在
お
よ
び
そ
の
「
ス
ポ
ン
サ

ー
」
と
し
て
の
イ
ラ
ン
と
シ
リ
ア
に
帰
す
る
一
方
で
、
ラ
イ
ス
国
務
長

官
が
主
導
し
た
和
平
外
交
か
ら
両
国
を
完
全
に
排
除
す
る
姿
勢
を
維
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持
し
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ハ
ー
ス
や
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ア
ー
ミ
テ
ー
ジ
な

ど
第
一
期
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
高
官
を
含
む
批
判
者
が
問
題
と
し
た
の
は
、

政
治
運
動
お
よ
び
軍
事
組
織
と
し
て
の
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
の
将
来
に
か

か
わ
る
紛
争
解
決
プ
ロ
セ
ス
か
ら
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
自
身
が
影
響
力
を

認
め
て
い
る
イ
ラ
ン
・
シ
リ
ア
両
国
を
排
除
す
る
こ
と
の
政
策
的
な
非

合
理
性
お
よ
び
、
よ
り
根
本
的
に
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
そ
の
「
拡
大
中

東
民
主
化
構
想
」
を
標
榜
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
ラ
フ
ァ
ト
前
パ
レ
ス

チ
ナ
暫
定
政
権
大
統
領
、
シ
リ
ア
、
イ
ラ
ン
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
ハ
マ

ー
ス
の
ハ
ニ
ー
ヤ
・
パ
レ
ス
チ
ナ
暫
定
政
府
な
ど
、
同
政
権
が
「
敵
対

者
」
（adversary

）
と
規
定
す
る
主
体
と
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を

頑
な
に
拒
絶
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
（
１
３
）

。
後
者
の
批
判
は
、
ブ
ッ
シ

ュ
政
権
が
こ
れ
ら
の
主
体
に
対
し
て
、
「
悪
の
枢
軸
」
演
説
に
代
表
さ

れ
る
よ
う
に
一
方
的
に
非
難
（
い
わ
ゆ
る
「
名
指
し
非
難
」
）
を
す
る

ば
か
り
で
、
真
の
問
題
関
係
と
な
る
関
与
政
策
を
と
っ
て
こ
な
か
っ
た

こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
レ
バ
ノ
ン
・
イ
ス
ラ

エ
ル
紛
争
を
め
ぐ
る
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
対
応
を
契
機
と
し
て
再
び
出

さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
範
囲
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
イ
ラ
ク
情
勢
安

定
へ
向
け
て
の
シ
リ
ア
・
イ
ラ
ン
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
形
で
巻
き
込
む
姿

勢
の
欠
如
、
ま
た
イ
ラ
ン
の
核
問
題
を
前
提
条
件
な
し
に
、
ま
た
核
問

題
以
外
の
懸
案
を
含
め
た
形
で
直
接
協
議
を
行
う
姿
勢
の
欠
如
に
も

向
け
ら
れ
た
。 

そ
の
一
方
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
お
よ
び
レ
バ
ノ

ン
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
に
対
す
る
大
規
模
攻
撃
を
、
ア
メ
リ

カ
と
イ
ラ
ン
の
間
の
「
代
理
戦
争
」
と
規
定
す
る
見
方
も
、
紛
争
の
勃

発
直
後
か
ら
数
多
く
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
「
非
対
称

的
な
」
攻
撃
を
黙
認
あ
る
い
は
支
援
す
る
立
場
か
ら
は
、
計
画
中
と
も

報
道
さ
れ
る
米
国
に
よ
る
イ
ラ
ン
の
核
計
画
関
連
施
設
の
軍
事
攻
撃

の
際
の
イ
ラ
ン
側
の
報
復
手
段
の
一
部
と
し
て
の
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
の

イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
攻
撃
能
力
を
事
前
に
排
除
す
る
こ
と
の
意
義
、

さ
ら
に
（
実
現
は
し
な
か
っ
た
が
）
イ
ス
ラ
エ
ル
が
持
つ
圧
倒
的
優
位

な
軍
事
的
能
力
で
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
を
短
期
間
で
無
力
化
さ
せ
る
こ
と

で
、
そ
の
「
ス
ポ
ン
サ
ー
」
と
し
て
の
イ
ラ
ン
に
警
告
を
与
え
る
こ
と
、

な
ど
が
論
じ
ら
れ
た
（
１
４
）

。 

 お
わ
り
に 

 

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
こ
れ
ら
の
政
策
姿
勢
が
（
イ
ラ
ン
に
対
す
る
限

り
）
全
く
効
力
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
イ
ラ
ン
の
反
応
を
見

て
み
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
（
イ
ラ
ン
の
政
治
シ
ス
テ
ム
は
聖
職
者
支
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配
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
が
）
シ
ー
ア
派
聖
職
者
支
配
と
し
て
の
革

命
後
イ
ラ
ン
の
政
治
体
制
と
、
同
じ
一
二
イ
マ
ー
ム
・
シ
ー
ア
派
聖
職

者
が
率
い
る
政
治
運
動
体
と
し
て
の
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
や
イ
ラ
ク
の
イ

ス
ラ
ー
ム
革
命
最
高
会
議
（
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｒ
Ｉ
）
と
の
関
係
は
根
本
的
に
断

絶
不
可
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
方
的
に
断
罪
す
る
姿
勢
は
、
イ
ラ

ン
（
や
ヒ
ズ
ブ
ッ
ラ
ー
）
の
側
か
ら
は
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
側
の
中
東
・

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
現
実
に
対
す
る
根
本
的
な
無
理
解
と
敵
意
の
表

れ
と
し
か
理
解
さ
れ
な
い
。 

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
（
お
よ
び
西
洋
メ
デ
ィ
ア
）
の
同
様
な
無
理
解
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
存
在
に
つ
い
て
の
特
殊
シ
ー
ア
派
的
な
言
説
を
め
ぐ

っ
て
も
見
ら
れ
る
。
イ
ラ
ン
の
体
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含
む
、
イ
ス
ラ

ー
ム
復
興
主
義
と
し
て
の
シ
ー
ア
派
政
治
運
動
に
お
け
る
言
説
が
、
イ

ス
ラ
エ
ル
国
家
を
「
正
当
性
を
欠
く
」
（illegitim

ate
）
も
の
と
呼
ぶ

こ
と
と
、
政
治
的
実
体
と
し
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
を
物
理
的
に
壊
滅
さ
せ

る
義
務
は
、
論
理
的
に
も
、
社
会
運
動
的
に
も
必
然
的
な
関
連
を
も
つ

も
の
で
は
な
い
。
千
数
百
年
に
亘
る
シ
ー
ア
派
の
政
治
社
会
史
を
多
少

な
り
と
も
知
る
者
で
あ
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
と
お
り
、
時
の
政
治

権
力
と
シ
ー
ア
派
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
関
係
は
、
学
理
的
に
も
、
社
会

関
係
的
に
も
一
面
的
な
も
の
で
は
全
く
な
い
。
さ
ら
に
、
現
代
中
東
世

界
に
お
け
る
（
一
二
イ
マ
ー
ム
）
シ
ー
ア
派
イ
ス
ラ
ー
ム
運
動
の
越
境

的
性
格
に
つ
い
て
も
、
よ
り
現
実
的
か
つ
多
面
的
な
理
解
が
必
要
で
あ

る
。 イ

ラ
ン
の
核
計
画
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で

論
じ
た
と
お
り
、
国
連
安
保
理
あ
る
い
は
有
志
諸
国
に
よ
る
制
裁
措
置

が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
イ
ラ
ン
が
自
ら
の
権
利
と
理
解
し
、

ま
た
多
大
な
リ
ー
ソ
ー
ス
を
長
年
に
亘
っ
て
つ
ぎ
込
ん
で
き
て
い
る

自
前
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
計
画
を
放
棄
す
る
可
能
性
は
、
現
実
的
に
は

全
く
存
在
し
て
い
な
い
（
１
５
）

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
問
題
解
決
の
方
途

は
、
対
立
お
よ
び
緊
張
関
係
を
高
め
る
だ
け
で
効
力
が
な
い
制
裁
措
置

の
追
求
で
は
な
く
、
核
計
画
の
軍
事
転
用
の
可
能
性
を
最
小
限
に
す
る

た
め
の
国
際
原
子
力
機
関
を
通
じ
た
保
障
措
置
の
実
効
性
を
高
め
る

努
力
お
よ
び
、
地
政
学
的
環
境
が
生
み
出
す
軍
事
転
用
の
必
要
性
を
最

小
限
に
す
る
た
め
の
努
力
に
、
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
後
者
の

た
め
に
は
、
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
共
和
国
体
制
の
認
知
を
含
む
敵
対

姿
勢
の
見
直
し
、
さ
ら
に
米
・
イ
ラ
ン
関
係
の
正
常
化
へ
向
け
て
の
努

力
が
、
ま
ず
米
国
政
府
の
側
で
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 
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（
１
） 

例
え
ば
、“President D

iscusses W
ar on Terror,” O

ctober 28, 2005 
(http://w

w
w.w

hitehouse.gov/new
s/release/2005/10/)

。
ブ
ッ
シ
ュ 

政
権
の
「
対
テ
ロ
戦
争
」
お
よ
び
「
自
由
の
拡
大
」
戦
略
の
枠
組
み
が

は
ら
む
問
題
に
つ
い
て
は
、
松
永
泰
行
「
「
テ
ロ
」
と
「
対
テ
ロ
」
戦

争
に
よ
る
相
互
破
壊
に
ど
う
対
処
す
る
か
」
青
木
一
能
編
『
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
危
機
感
理
論
』
（
芦
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
三
一
五

〜
三
四
三
頁
、
お
よ
び
「
第
二
期
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
と
対
中
東
「
自
由
の

拡
大
」
戦
略
／
政
策
」
日
本
イ
ス
ラ
ム
協
会
『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』
六
五

（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）
、
四
七
〜
五
六
頁
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
２
） 

フ
ラ
ン
ス
大
統
領
と
の
会
談
（
七
月
十
六
日
）
、
両
院
議
員
と
の
会
談

（
七
月
一
八
日
）
、
ル
ー
マ
ニ
ア
大
統
領
と
の
会
談
（
七
月
二
七
日
）
、

イ
ギ
リ
ス
首
相
と
の
会
談
（
七
月
二
八
日
）
、
お
よ
び
八
月
七
日
記
者

会
時
に
お
け
る
発
言

（http://w
w

w.w
hitehouse.gov/new

s/releases/2006/07/

参
照)
。 

（
３
） 

八
月
七
日
お
よ
び
一
四
日
の
記
者
会
見
（http://w

w
w

.w
hitehouse.gov/ 

new
s/

参
照
）
。 

（
４
） “Iran W
ants N

uclear Independence,” U
SA Today, February 6, 2006; 

“Iran’s Foreign Policy C
hief Talks w

ith TM
IE,” Tim

e, February 27, 
2006; B

ill Sam
ii, “A

s N
uclear C

risis Escalates, A
re D

irect U
.S. 

C
ontacts B

ecom
ing A

n O
ption?” RFE/RL, M

arch 6, 2006.

加
え
て
、 

 

政
府
間
対
話
を
真
剣
に
模
索
す
る
試
み
と
は
い
え
な
い
が
、
ア
フ
マ
デ

ィ
ー
ネ
ジ
ャ
ー
ド
・
イ
ラ
ン
大
統
領
が
五
月
に
ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
に

私
信
を
送
付
し
た
。 

（
５
） 

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
下
の
米
国
と
イ
ラ
ン
の
間
の
実
務
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る

非
公
式
な
コ
ン
タ
ク
ト
・
交
渉
は
、
イ
ラ
ン
の
ザ
リ
ー
フ
国
連
大
使
と

ハ
リ
ー
ル
ザ
ー
ド
大
統
領
補
佐
官
（
当
時
）
を
窓
口
に
、
タ
ー
リ
バ
ー

ン
後
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
情
勢
な
ど
を
巡
っ
て
、
数
回
に
亘
っ
て
行
わ

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
イ
ラ
ク
戦
争
後
の
二
〇
〇
三
年
五
月

に
、
米
国
側
か
ら
中
断
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
イ
ラ
ク
情
勢
を

め
ぐ
る
米
国
と
の
直
接
協
議
に
つ
い
て
は
、
イ
ラ
ク
の
イ
ス
ラ
ー
ム
革

命
最
高
評
議
会
（
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｒ
Ｉ
）
の
ハ
キ
ー
ム
議
長
が
そ
れ
を
要
請
し

た
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
ハ
ー
メ
ネ
イ
ー
最
高
指
導
者
も
例
外
的
に
認

め
る
姿
勢
を
示
し
た
が
、
米
国
に
イ
ラ
ク
か
ら
撤
退
す
る
よ
う
求
め
る

こ
と
以
外
は
事
実
上
禁
じ
た
。“Iran Leader B

acks Talks on Iraq,”   
BBC

 N
ew

s, M
arch 22, 2006; “R

ahbar-e Enqelab: D
ar H

ich Yek az 
M

asa’el-e M
oured-e Ekhtelaf ba A

m
rikai-ha M

ozakereh N
em

i- 
K

onim
,” Abrar, A

ril 3, 2006. 

ラ
イ
ス
国
務
長
官
の
対
イ
ラ
ン
・
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ヴ
へ
の
米
国
内
政
策
サ
ー
ク
ル
か
ら
の
反
発
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。“B

ush O
verture to Iran Splits Israel, 

N
eocons,” The Forw

ard, June 9, 2006; “R
ice’s O

ffer to Iran Spurs 
U

nrease from
 R

ight,” The Lost Angels Tim
es, June 12, 2006; 

“C
onservative A

nger G
row

s O
ver B

ush’s Foreign Policy,” The 
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W

ashington Post, July 19, 2006. 

提
案
発
表
の
背
景
に
つ
い
て
は
、

以
下
。“For B

ush, Talks W
ith Iran W

ere a Last R
esort,” The N

ew
 

York Tim
es, June 1, 2006. 

（
６
） 

提
案
内
容
は
正
式
に
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
リ
ー
ク
に
基
づ
く
比

較
的
詳
細
な
内
容
の
報
道
が
イ
ラ
ン
国
内
で
は
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、“M

atn-e K
am

el-e M
ajm

u‘eh-ye Pishnahad-e H
asteh’i,” ISN

A, 
June 7, 2006. 

尚
、
長
期
的
に
は
「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
（
中
断
）
の
見
直

し
」
の
機
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
へ
の
条
件
を
、

Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
事
務
局
の
認
定
と
国
連
安
保
理
の
決
定
と
厳
し
く
設
定
し
て

い
る
と
さ
れ
る
た
め
、
現
実
に
は
そ
の
機
会
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
下
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
提
案
者
の
趣
旨
も
、
同

様
の
よ
う
で
あ
る
。“U

.S. Says Plan O
ffers Iran U

ranium
 O

ption,” 
The N

ew
 York Tim

es, June 8, 2006. 

同
提
案
に
い
た
る
ま
で
の
、
イ
ラ

ン
の
核
計
画
を
め
ぐ
る
国
際
社
会
の
対
応
と
、
イ
ラ
ン
側
の
計
画
の
意

図
に
つ
い
て
の
総
括
と
し
て
は
、
松
永
泰
行
「
イ
ラ
ン
の
核
問
題
と
保

守
派
政
権
」
日
本
国
際
問
題
研
究
所
『
国
際
問
題
』
（
電
子
版
）
五
五

三
（
二
〇
〇
六
年
七
―
八
月
）
、
四
二
〜
四
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
７
）  

す
な
わ
ち
、
提
案
は
Ｎ
Ｐ
Ｔ
お
よ
び
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
枠
組
み
を
超
え
た

と
こ
ろ
に
イ
ラ
ン
が
取
る
べ
き
選
択
肢
を
設
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
前

提
条
件
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。 

（
８
） “Press C

onference on Iran” (http://w
w

w.state.gov/secretary/rm
/ 

2006/67103.htm
). 

 

（
９
）  

二
〇
〇
六
年
八
月
九
日
の
テ
キ
サ
ス
州
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る

記
者
会
見
で
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
発
言

（http://w
w

w.w
hitehouse.gov/new

s/

参
照
）
。 

（
１
０
） 

二
〇
〇
六
年
一
月
三
一
日
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
一
般
教
書
演
説

（http://w
w

w.w
hitehouse.gov/new

s/releases/2006/01/

参
照
）
。 

（
１
１
） “R

ice to A
sk for $75 M

illion to Prom
ote D

em
ocracy in Iran,” The 

N
ew

 York Tim
es, February 15, 2006.   

（
１
２
） 

米
国
内
の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
お
よ
び
そ
の
対
テ
ロ
戦
争
の
支
持
者
（
共

和
党
）
の
間
か
ら
さ
え
も
、
そ
の
対
イ
ラ
ン
政
策
は
不
十
分
な
も
の

と
し
て
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。Henry 

A
. K

issinger, “The N
ext Steps W

ith Iran—
N

egotiations M
ust 

G
o B

eyond the N
uclear Threat to B

roader Issues,” The 
W

ashington Post, July 31, 2006, O
pinion page.  

（
１
３
） 

例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。“U

S Stance D
elights N

eo-cons, D
ism

ays 
M

oderates,” The Financial Tim
es, July 31, 2006; “U

.S. Treads 
Softly O

ver Iran’s R
ole in C

risis,” The N
ew

 York Tim
es, A

ugust 
5, 

2006; 
“C

ritics 
C

ite 
‘C

onstrained’ 
M

ideast 
Policy,” 

The 
W

ashington Post, A
ugust 6, 2006; “U

S Paying D
iplom

atic Price 
for B

ush R
efusal to D

eal D
irectly w

ith Syria, Iran,” AFP, 
A

ugust 8, 2006.  
（
１
４ 
） 

例
え
ば
、
以
下
を
参
照
。“Iran is B

ush’s Target in Lebanon,” The 
Los Angels Tim

es, July 30, 2006; “Steinberg: Israel H
oping 
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A

ttacks on H
ezbollah Serve as W

arning to Iran,” C
ouncil on 

Foreign Affairs, A
ugust 1, 2006 (http://w

w.cfr.org/publication/ 
11215); Sym

oure M
. H

ersh, “W
atching Lebanon,” The N

ew
 

Yorker, A
ugust 21, 2006 Issue (posted A

ugust 14, 2006). 

逆
に
、

米
国
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
戦
争
に
代
理
と
し
て
か
り
出
さ
れ
て
い
る
と

の
批
判
に
つ
い
て
は
、
前
掲
記
事 “U

.S. Treads Softly” 

に
引
用
さ

れ
て
い
る
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
コ
ル
デ
ス
マ
ン
の
発
言
を
参
照
。 

（
１
５
） 

前
掲
「
イ
ラ
ン
の
核
問
題
と
保
守
派
政
権
」
。 

    

―
執
筆
者
略
歴
― 

 

松
永 

泰
行
（
ま
つ
な
が 

や
す
ゆ
き
） 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
（
Ｎ
Ｙ
Ｕ
）
大
学
院
修
了
。
政
治
学
博
士
。
在

イ
ラ
ン
日
本
大
使
館
専
門
調
査
員
、
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
助
教

授
を
経
て
、
二
〇
〇
四
年
よ
り
、
同
志
社
大
学
一
神
教
学
際
研
究
セ

ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
）
客
員
フ
ェ
ロ
ー
。
米
国
在
住
。 

 


